
 

議案第９２号 

甲賀市自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

上記の議案を提出する。 

令和３年１１月２９日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 



甲賀市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

甲賀市自転車駐車場条例（平成１６年甲賀市条例第８２号）の一部を次のように

改正する。 

第５条中「甲南駅前自転車駐車場においては、」を「甲南駅南自転車駐車場にお

いては」に、「原動機付自転車とする」を「原動機付自転車と、甲南駅北自転車駐

車場においては自転車とする」に改める。 

別表甲賀市甲賀駅南自転車駐車場の項の次に次のように加える。 

甲賀市甲南駅北自転車駐車場 甲賀市甲南町深川１６４４番地３ 

別表中「甲賀市甲南駅前自転車駐車場」を「甲賀市甲南駅南自転車駐車場」に改

める。 

   付 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第９２号参考資料 

甲賀市自転車駐車場条例新旧対照表 

改正案 現行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第３条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。 第３条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（利用車両） （利用車両） 

第５条 駐車場を利用することができる車両は、自転車、原動機付自転

車及び自動二輪車（以下「自転車等」という。）とする。ただし、貴

生川駅北口自転車駐車場及び甲南駅南自転車駐車場においては 自転

車及び原動機付自転車と、甲南駅北自転車駐車場においては自転車と

する。 

第５条 駐車場を利用することができる車両は、自転車、原動機付自転

車及び自動二輪車（以下「自転車等」という。）とする。ただし、貴

生川駅北口自転車駐車場及び甲南駅前自転車駐車場においては、自転

車及び原動機付自転車とする                  

  。 

別表（第３条関係） 

名称 位置 

（略） 

甲賀市甲賀駅南自転車駐車場 甲賀市甲賀町大原市場１６０番地１ 

甲賀市甲南駅北自転車駐車場 甲賀市甲南町深川１６４４番地３ 

甲賀市甲南駅南自転車駐車場 甲賀市甲南町深川１５７０番地 

（略） 
 

別表（第３条関係） 

名称 位置 

（略） 

甲賀市甲賀駅南自転車駐車場 甲賀市甲賀町大原市場１６０番地１ 

 

甲賀市甲南駅前自転車駐車場 甲賀市甲南町深川１５７０番地 

（略） 
 

付 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



議案第９３号 

甲賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

上記の議案を提出する。 

令和３年１１月２９日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴  



甲賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

甲賀市国民健康保険条例（平成１６年甲賀市条例第１０６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条第１項中「４０万４，０００円」を「４０万８，０００円」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、出産した者に係る出産育児一時金の支給については、 

 改正後の甲賀市国民健康保険条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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議案第９３号参考資料 

甲賀市国民健康保険条例新旧対照表 

改正案 現行 

（出産育児一時金） （出産育児一時金） 

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯

主に対し、出産育児一時金として４０万８，０００円を支給する。た

だし、市長が健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６

条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところ

により、これに３万円を上限として加算するものとする。 

第５条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯

主に対し、出産育児一時金として４０万４，０００円を支給する。た

だし、市長が健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６

条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところ

により、これに３万円を上限として加算するものとする。 

２ （略） 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、出産した者に係る出産育児一時金の支給 

については、改正後の甲賀市国民健康保険条例の規定にかかわらず、な 

お従前の例による。 

２ （略） 

 



議案第９４号  

 甲賀市保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 上記の議案を提出する。  

令和３年１１月２９日  

                                          甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 



甲賀市保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例  

 甲賀市保育園設置等に関する条例（平成２１年甲賀市条例第３７号）の一部を次

のように改正する。  

別表第１甲賀市水口東保育園の項及び甲賀市岩上保育園の項を削る。 

 別表第２中 

「 

甲賀市あいみらい保育園 月曜日から金曜日まで 

午前７時３０分から午後

６時３０分まで 

土曜日 午前８時３０分

から午前１１時３０分ま

で 

 

甲賀市水口東保育園  

甲賀市水口西保育園  

甲賀市伴谷保育園  

甲賀市岩上保育園  

」を 

「 

甲賀市あいみらい保育園 月曜日から金曜日まで 

午前７時３０分から午後

６時３０分まで 

土曜日 午前８時３０分

から午前１１時３０分ま

で 

 

 

甲賀市水口西保育園  

甲賀市伴谷保育園  

」に 

改める。  

   付 則  

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。  
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議案第９４号参考資料 

甲賀市保育園設置等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（名称及び位置） 

第２条 保育園の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（利用時間） 

第３条 保育園の利用時間は、別表第２のとおりとする。ただし、市長

は必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。 

別表第１（第２条関係） 

（名称及び位置） 

第２条 保育園の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（利用時間） 

第３条 保育園の利用時間は、別表第２のとおりとする。ただし、市長

は必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

甲賀市あいみらい保育園 甲賀市水口町鹿深３番３９号 

  

甲賀市水口西保育園 甲賀市水口町八坂７番２１号 

甲賀市伴谷保育園 甲賀市水口町伴中山１０１４番地 

  

（略） 
 

名称 位置 

甲賀市あいみらい保育園 甲賀市水口町鹿深３番３９号 

甲賀市水口東保育園 甲賀市水口町本町一丁目９番１７号 

甲賀市水口西保育園 甲賀市水口町八坂７番２１号 

甲賀市伴谷保育園 甲賀市水口町伴中山１０１４番地 

甲賀市岩上保育園 甲賀市水口町新城４３４番地 

（略） 
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別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

名称 利用時間 

通常保育 延長保育 

甲賀市あいみらい保育園 月曜日から金曜日ま

で 午前７時３０分

から午後６時３０分

まで 

土曜日 午前８時３

０分から午前１１時

３０分まで 

 

 

甲賀市水口西保育園  

甲賀市伴谷保育園  

（略） 

   付 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
 

名称 利用時間 

通常保育 延長保育 

甲賀市あいみらい保育園 月曜日から金曜日ま

で 午前７時３０分

から午後６時３０分

まで 

土曜日 午前８時３

０分から午前１１時

３０分まで 

 

甲賀市水口東保育園  

甲賀市水口西保育園  

甲賀市伴谷保育園  

甲賀市岩上保育園  

（略） 
 

 



 

 

議案第９６号 

甲賀市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

上記の議案を提出する。 

令和３年１１月２９日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

   甲賀市公民館条例の一部を改正する条例 

 甲賀市公民館条例（平成１６年甲賀市条例第１５９号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１中「甲賀市土山町鮎河１９５０番地」を「甲賀市土山町鮎河１２１２番

地１」に改める。 

別表第２中 

「 

鮎河公民館 和室 ２００ 

資料室 ２００ 

研修室 ２００ 

大会議室 ３００ 

                                   」を 

「 

鮎河公民館 会議室 ２００ 

調理室 ３００ 

大会議室 ３００ 

                                   」に 

改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （甲賀市農業振興センター条例の一部改正） 

２ 甲賀市農業振興センター条例（平成１６年甲賀市条例第１１２号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条の表甲賀市土山生活改善センターの項を削る。 

  別表土山生活改善センターの部を削る。 

 （甲賀市地域市民センター設置条例の一部改正） 

３ 甲賀市地域市民センター設置条例（平成２３年甲賀市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

  別表中「甲賀市土山町鮎河１９５０番地」を「甲賀市土山町鮎河１２１２番地



 

 

１」に改める。 
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議案第９６号参考資料 

甲賀市公民館条例新旧対照表 

改正案 現行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 公民館の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 第２条 公民館の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（使用料） （使用料） 

第７条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第２に定める使用料

を納付しなければならない。 

第７条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第２に定める使用料

を納付しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

（略） 

甲賀市鮎河公民館 甲賀市土山町鮎河１２１２番地１ 

（略） 
 

名称 位置 

（略） 

甲賀市鮎河公民館 甲賀市土山町鮎河１９５０番地   

（略） 
 

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

公民館名 室名 １時間当たり金額（円） 

（略） 

鮎河公民館 会議室 ２００ 

調理室 ３００ 

公民館名 室名 １時間当たり金額（円） 

（略） 

鮎河公民館 和室  ２００ 

資料室 ２００ 

研修室 ２００ 
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大会議室 ３００ 

（略） 
 

大会議室 ３００ 

（略） 
 

備考 備考 

（略） （略） 

   付 則 

 （施行期日） 

 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （甲賀市農業振興センター条例の一部改正） 

２ 甲賀市農業振興センター条例（平成１６年甲賀市条例第１１２号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条の表甲賀市土山生活改善センターの項を削る。 

 別表土山生活改善センターの部を削る。 

 （甲賀市地域市民センター設置条例の一部改正） 

３ 甲賀市地域市民センター設置条例（平成２３年甲賀市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

  別表中「甲賀市土山町鮎河１９５０番地」を「甲賀市土山町鮎河１２

１２番地１」に改める。 
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甲賀市農業振興センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

甲賀市ふるさと生きがいセンター六

友館 

甲賀市土山町黒川１９７２番地 

 

名称 位置 

甲賀市土山生活改善センター 甲賀市土山町鮎河／１９４９／１

９５０／番地 

甲賀市ふるさと生きがいセンター六

友館 

甲賀市土山町黒川１９７２番地 

 

（使用料） （使用料） 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納

付しなければならない。 

第９条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納

付しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

農業振興センター使用料 農業振興センター使用料 

名称 時間 

室名 

８：３０～１

２：００ 

１３：００～１

７：００ 

１７：３０～２

２：００ 

ふるさと

生きがい

センター

六友館 

ふれあいホール ６００円 ８００円 １，０００円 

木工体験室 ６００ ８００ １，０００ 

特産品加工室 ９００ １，２００ １，４００ 

 

名称 時間 

室名 

８：３０～１

２：００ 

１３：００～１

７：００ 

１７：３０～２

２：００ 

ふるさと

生きがい

センター

六友館 

ふれあいホール ６００円 ８００円 １，０００円 

木工体験室 ６００ ８００ １，０００ 

特産品加工室 ９００ １，２００ １，４００ 
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土山生活

改善セン

ター 

和室 ３００円 ５００円 ７００円 

調理室 ３００ ５００ ７００ 

 

注 注 

１～３ （略） １～３ （略） 
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甲賀市地域市民センター設置条例新旧対照表 

改正案 現行 

（名称、位置及び所管区域） （名称、位置及び所管区域） 

第２条 地域市民センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおり

とする。 

第２条 地域市民センターの名称、位置及び所管区域は、別表のとおり

とする。 

２ （略） ２ （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 所管区域 

（略） 

甲賀市鮎河地域

市民センター 

甲賀市土山町鮎河

１２１２番地１ 

土山町大河原、土山町鮎河 

（略） 
 

名称 位置 所管区域 

（略） 

甲賀市鮎河地域

市民センター 

甲賀市土山町鮎河

１９５０番地   

土山町大河原、土山町鮎河 

（略） 
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